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1 179

【在宅医療・介護連携推進事業の推進】

地域の関係団体等が参画する各区の「在

宅医療・介護連携推進会議（部会・ワーキ

ング）」において、現状分析により抽出され

た課題をもとに対応策を検討する。

すべての区において、区役所が主体的に会

議を開催し、課題を抽出のうえ、対応策を

立案する。

区役所が主体的に会議を開催し対

応策を検討、具体化：21区/24区

◎

今後も引き続き、地域の医療・介護関係者等

が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連

携の現状を把握・共有のうえ、課題抽出、対

応策を検討します。

2 180

【医療・介護関係者に関する相談支援】

「在宅医療・介護連携相談支援室」に在宅

医療・介護連携支援コーディネーターを配置

し、医療・介護関係者等からの相談を受け

るとともに、連絡調整・情報提供等の支援を

行い、多職種間の円滑な相互理解や情報

共有を図る。

すべての区において、多職種間における情報

の収集・共有をするために、地域の医療・介

護に関する会議に参画する。

地域の医療・介護に関する会議への

参画：24区/24区

◎

今後も引き続き、地域の医療・介護に関する

会議に参画し、情報収集及び関係者等との

共有を図ります。

3 180

【医療・介護関係者の研修】

在宅医療・介護連携が促進できるよう、関

係者が相互に信頼できる「顔の見える関係」

づくりを進めるため、多職種の連携を図るた

めの研修会を開催する。

すべての区において、医療・介護関係者が

参加する「多職種研修会」等を開催する。

多職種研修会の開催：19区／24

区

○

今後も引き続き、多職種間の連携強化のため

研修会を開催します。

4 180

【地域住民への普及啓発】

地域住民が自ら希望する医療や介護を受

けるなど、在宅での療養が必要となったとき

に、適切にサービスを選択できるよう普及・啓

発を進めていく。

すべての区において、在宅医療や介護に関

する理解促進のため、区民講演会の開催や

広報紙・ホームページ等で普及・啓発を実

施する。

区民講演会や広報紙等・ホーム

ページ等を活用した地域住民に対す

る普及啓発：24区/24区

◎

今後も、地域住民に対して在宅医療や介護に

関する理解促進のための普及啓発に取り組み

ます。

5 180

【医療・介護関係者の情報共有の支援】

患者・利用者等の状態の変化に応じて、医

療・介護関係者間で速やかな情報共有が

行われるよう多職種で情報共有ツールの活

用等について検討する。

すべての区において、医療・介護関係者が

地域で充実又は作成するべきツールを検討

する。

地域で充実又は作成するべき情報

共通ツールの検討：23区/24区

◎

今後も、医療・介護の関係者が情報共有する

ためのツール等の検討を行うとともに、導入や利

用促進に向けて取り組みます。

6 180

【医療・介護関係者のその他の支援】

在宅医療と介護が切れ目なく提供できるよ

う、多職種連携によるチームケアの体制の構

築を進める。

すべての区において、地域の実情に応じた切

れ目のない在宅医療・介護のサービス提供

体制のニーズ・あり方について検討する。

区民が必要とする切れ目のない在

宅医療・介護のサービス提供体制の

ニーズ・あり方の検討、具体化：21

区/24区 ◎

今後も引き続き、切れ目のない在宅医療・介

護サービス提供体制の検討を図るとともに、具

体化に向けた取組みを進めます。

7 180

【在宅医療・介護連携推進事業の評価・改

善】

PDCAサイクルに沿って地域実情に応じた柔

軟な取組を進めることで、切れ目のない在宅

医療と介護の提供体制の構築を進める。

すべての区において、課題への対応策が具

体化され、実施・評価・改善をPDCAサイク

ルに沿って実施する。

PDCAサイクルに沿った課題対応の

実施：19区/24区

○

今後も引き続き、切れ目のない在宅医療と介

護の提供体制の構築に向けて、関係機関等と

連携しながら、PDCAサイクルを意識した事業

実施の推進を図ります。

令和６年度第9期計画（第６章　３自立支援・重度化防止に係る取組と目標）

（１）高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止等に資する取組の推進

第９期大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗状況について

（自立支援・重度化防止等に係る取組と目標）令和６年度（令和７年３月末）時点

＜在宅医療と介護の連携＞
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＜地域包括支援センターの機能強化＞

8 181

【地域包括支援センターの資質の向上】

地域包括支援センター運営協議会において

地域包括支援センターの事業の評価を行

い、その結果に基づいた助言・支援を地域

包括支援センターに対して行うとともに、必

要な研修等の実施を通じて、地域包括支

援センターの資質の向上を図る。

事業評価指標※に基づく評価結果

目標値等：全ての地域包括支援センター

が全ての項目を満たす。

※総合相談の実施状況や地域ケア会議の

開催状況など、地域包括支援センターの事

業の基本的な事項に関する評価指標

（取組実績）

・事業評価指標に基づく評価結果

　指標達成：61包括（92％）

◎

長寿化に伴う医療・介護ニーズの増大や高齢

者を取り巻く課題の複雑化・多様化もあり、地

域包括支援センターへ寄せられる相談件数の

増加や相談内容の複雑化が見られる。

地域包括支援センターが地域包括ケアの実現

に向けた中核的な機関としての役割を担うこと

ができるよう、業務負担の軽減に努めるととも

に、引き続き、評価結果に基づいた助言・支援

及び研修等を実施し、地域包括支援センター

の資質の向上に取り組む。

9 181

【認知症初期集中支援推進事業の推進】

早期に認知症の鑑別診断が行われ、速や

かに適切な医療・介護等が受けられる初期

の対応体制を構築し、認知症の人とその家

族などの支援を包括的・集中的に行い、認

知症の人の自立生活をサポートするため、

認知症初期集中支援チームの活動を推進

する。

医療・介護等の支援につながった割合

目標値：90％以上／年

※介護保険サービスやインフォーマルサービス

の他、本人に必要と考えられる何らかの支援

につながったものを含む。

支援終了時における在宅生活率

目標値：80％以上／年

医療・福祉・介護の専門職と医師に

より構成する認知症初期集中支援

チームを各区に配置している。

・医療・介護等の支援につながった

割合：92.5％

・支援終了時における在宅生活

率：88.1％

・訪問支援対象者数

　初期集中支援：890人

　若年性認知症支援：39人

◎

認知症初期集中支援推進事業については、

継続的に支援を行うことができている。引き続き

チーム員への研修の実施等によりスキルの維持

向上を図る。

また、認知症の早期発見・早期対応につなげ

るため、チームの認知度向上に取り組む。

10 181

【百歳体操等の住民主体の体操・運動等

の通いの場の充実】

介護予防に効果のある住民主体の体操・

運動等の通いの場を、高齢者が徒歩で参

加できる身近な場所で開催できるよう、おも

りなど必要物品の貸し出しや、リハビリテー

ション専門職の派遣による活動の場の立ち

上げや継続のための支援を実施する。

eスポーツ体験講座の実施を支援することに

より通いの場への参加拡大を図る。

百歳体操等参加者数

2024（令和６）年度末16,330人

2025（令和７）年度末16,660人

2026（令和８）年度末17,000人

「百歳体操」等の介護予防に資する

住民主体の体操・運動等の通いの

場への参加者が15.380人で、目

標値の94.2％となっている。

◎

新たに活動を始めるグループは毎年一定数あ

るものの、後継者（リーダー）不足を背景に廃

止に至るグループも多い。また、活動中のグルー

プにおける離脱者も一定数見受けられるため、

活動者のモチベーション確保や向上への取組

み等が必要である。

各区の好事例の集約と、保健師研修での紹

介、アンケートなどにより各グループのニーズの把

握、高齢者が興味・関心を持てるような新たな

メニュー（eスポーツ体験他）の提供について

検討する。

11 182

【介護予防ポイント事業】

社会参加や地域貢献活動を通じた介護予

防活動を推進するため、介護予防ポイント

事業に参加する高齢者の一層の増加をめざ

した取組を推進する。

介護予防ポイント事業活動者数

2024（令和６）年度末500人

2025（令和７）年度末650人

2026（令和８）年度末800人

介護予防ポイント事業活動者数：

464人

◎

令和７年４月より、施設活動コースにおける

受入施設の種別を拡充したことをきっかけに、

関係機関等と連携し、広く事業周知を行って

いる。

引き続き、65歳以上の高齢者を対象に、登録

時研修や活動登録者交流会を実施するととも

に、実活動者の増加に向け体験会を実施す

る。また、作成したチラシやポスター並びにSNS

を活用した広報を継続的に実施する。

12 182

【生活期におけるリハビリテーションサービス提

供体制の充実】

市民のリハビリテーションに対する意識向上を

図るための周知・啓発や、ケアマネジャーの

自立支援型ケアマネジメントの意識を向上

するための自立支援型ケアマネジメント検討

会議の開催など、リハビリテーションサービスの

利用促進に向けた効果的な取組を実施す

る。

リハビリテーションサービスの利用促進

・通所リハビリテーション利用率

2024（令和６）年度末時点6.5％

2025（令和７）年度末時点7％

2026（令和８）年度末時点8％

通所リハビリテーション利用率

2024（令和６）年度　6.4％

◎

市民のリハビリテーションに対する意識向上を図

るための周知・啓発を行うなど、リハビリテーショ

ンサービスの利用促進に向けて取り組む。

＜認知症の人への支援＞

＜介護予防・重度化防止の推進＞
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13 182

【ケアマネスキルアップ事業】

介護支援専門員の「気づき」を促すとともに

「自立支援に資するケアマネジメント」の実践

に向けた取組を支援するために、居宅介護

支援事業所が作成するケアプランの点検・

評価や講習会の開催等を行う。

ケアマネスキルアップ事業

参加事業所数

2024(令和６)年度402か所

2025(令和７)年度406か所

2026(令和８)年度410か所

参加事業所数

460か所

◎

引き続き、介護支援専門員の資質向上を目

指していく。

14 183

【ケアプランチェック（居宅サービス計画）】

個々の受給者が真に必要とする過不足のな

いサービス提供の確保等を目的として、居宅

介護支援事業所を訪問し、ケアプランの記

載内容について、介護支援専門員とともに

確認検証し、「気づき」を促すとともに「自立

支援に資するケアマネジメント」の実践に向け

た取組を支援する。

訪問事業所数

2024(令和６)年度188か所

2025(令和７)年度190か所

2026(令和８)年度192か所

訪問事業所数

105件

△

令和6年度は調査員（介護支援専門員）の

確保が難しく、常に欠員が出ている状態だった

が、令和7年度は7名体制となり、目標達成に

向けて取り組んでいく。

15 183

【介護給付費支払実績点検（縦覧点

検）】

国民健康保険団体連合会に業務を委託

し、受給者ごとに複数月の明細書の算定回

数や事業者間等の給付の整合性を確認す

るために縦覧チェック一覧表をもとに給付状

況等を確認したうえで、請求の誤りが判明し

た場合には返還を求める。

点検件数（国保連委託）

2024(令和６)年度1,633件

2025(令和７)年度1,666件

2026(令和８)年度1,699件

点検件数

8,093件

◎

給付状況等を確認し、各事業者へ照会を行

い、請求等の誤りが判明した場合は返還を求

める。

16 183

【有料老人ホーム等において介護サービスを

提供する事業者に対する重点的な運営指

導】

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け

住宅等（特定施設入居者生活介護事業

所を除く）において介護サービスを提供する

事業者に対し、国民健康保険団体連合会

のデータ等を活用し、重点的な指導を行う。

一つの住所で10人以上の利用者に介護保

険サービスを提供している訪問介護又は居

宅介護支援事業者への運営指導数

2024(令和６)年度79か所

2025(令和７)年度81か所

2026(令和８)年度83か所

指導数

79か所

◎

引き続き、該当する事業所に対して重点的に

指導を行い、適切なサービス提供が行われてい

るか確認していく。

17 183

【公平･公正な要介護（要支援）認定調

査】

公平・公正な要介護（要支援）認定を行

うためには、適正な認定調査や審査判定を

行う必要があることから、認定調査員等に対

する新規研修・現任研修を行うとともに、必

要に応じ保健師の同行や手話通訳者等を

派遣することにより的確な審査判定資料を

作成し、全国一律の基準により審査・判定

を行う。

認定調査員等研修（新規・現任）

2024(令和６)年度451人

2025(令和７)年度451人

2026(令和８)年度451人

●令和６年度

認定調査員等研修　２回

・新規研修（Web研修）

受講人数　74人

（R6.4～7.3の期間に開催）

・現任研修（Web研修）

受講人数　164人

（R7.3.13～27の期間に開催）

△

公平・公正な要介護（要支援）認定を行う

ために、全国一律の基準に従った調査を行う

必要がある。

市内における居宅介護支援事業所への調査

委託契約数は減少しており、結果として調査

員研修の受講者も減少傾向にある。

今後も、認定調査員が研修を受講しやすいよ

うWeb研修等研修手法を検討する。

（２）介護給付等に要する費用の適正化の推進

＜介護支援専門員の質の向上＞
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18 184

【介護サービス事業所に対する指導】

介護サービス事業所に対する運営指導の一

部委託を継続し、運営指導の実施率の向

上を図ると共に、市職員が虐待や不正請求

等の重要案件に一層、重点的に取り組める

ようにする。

運営指導実施率

2024(令和６)～2026(令和８)各年度

16.6％以上

運営指導実施率

17.09％

◎

より効率的な指導に努め、引き続き、指定の

更新期間である６年に１度の指導を行うこと

を目標に取り組んでいく。

虐待防止等に関する研修参加事業所数

2024(令和６)年度6,210か所

2025(令和７)年度6,334か所

2026(令和８)年度6,461か所
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【高齢者虐待防止に関する取組の推進】

養介護施設従事者等に対しては、集団指

導や運営指導、監査などの機会を通して、

虐待防止や従事者の通報義務・職員のス

トレス対策について啓発を図るとともに、集団

指導時に併せて、人権擁護に関する研修

会を実施するなど高齢者虐待防止に関する

研修等の取組を進める。

また、高齢者の尊厳を傷つけるだけでなく、

身体的機能の低下を引き起こすもとになりう

る施設等における身体拘束についても、高

齢者虐待として、引き続き養介護施設従事

者の資質の向上や意識改革等による防止

に向けた取組を進める。
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集団指導において、今後も虐待防止等に関す

る研修を実施し、介護事業所での虐待防止に

取り組む。

◎

令和6年度集団指導研修参加事

業所数 6,856か所

（３）その他

・令和６年度6月より、介護職員の

さらなる賃金改善の向上を図るた

め、ベースアップや事業者の加算取

得にかかる事務負担軽減につながる

よう従来の加算から新しい加算（介

護職員等処遇改善加算）への一

本化が行われた。

・処遇改善加算取得事業所数

2024(令和６)年度4,545か所

・おおさか介護サービス相談センター

においては、カスタマーハラスメント対

策として、介護ハラスメント弁護士相

談を実施した。

2024（令和６）年度　9回

◎

介護事業所等への集団指導やホームページに

おいて取得促進を促し、加算取得対象事業

者へ電子メール等により取得勧奨を行うなど取

り組みを行った。

・みおつくし福祉・介護の仕事きらめ

き大賞

　福祉・介護の現場で働く福祉専門

職から福祉の仕事の魅力が伝わる

感動エピソードを募集し、優良事例

の選考を実施

・大阪市社会福祉研修・情報セン

ターにおいて、介護サービス事業等の

従事者の資質向上の観点から、福

祉専門職のスキルアップのための研

修等を実施

【研修受講者満足度評価】

5段階で4.5

・小学生用福祉教材や教員の指導

用副教材を作成し、配付

【アンケート調査において、福祉教材

を活用した小学校教員が「児童の

福祉へのなじみや理解が深まった」と

回答した割合】

93.6％

◎

・みおつくし福祉・介護の仕事きらめき大賞

　選考した優良事例を表彰し、福祉専門職の

仕事に対するやりがいを支え、事例を漫画作

品化し公表することで、福祉・介護の仕事のイ

メージアップを図っていく必要がある。

・大阪市社会福祉研修・情報センター

　研修受講者満足度評価等の目標が達成で

きるように、受講者に対して満足度に関するア

ンケートを実施し、効果検証を行いながら、受

講者に満足してもらえる研修を行っていく必要

がある。

・小学校教員に対して福祉教材の活用に関す

るアンケートを実施して効果検証を行いなが

ら、引き続き、総合的な学習の時間等における

福祉教材の活用を促し、福祉について学ぶ機

会を設けていく。
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【福祉に関する理解促進やイメージアップの

取組】

福祉・介護の仕事の魅力が伝わるエピソード

を募集し、優秀作品を表彰する「みおつくし

福祉・介護のきらめき大賞」を実施し、受賞

作品を漫画化や動画化して発信するなど、

広く市民に魅力を伝える取組を進める。

大阪市社会福祉研修・情報センターにおけ

る研修の実施など、介護サービス事業等の

従事者の資質向上に取り組む。

また、福祉教材を活用した福祉教育の推進

など、福祉に関する理解促進やイメージアッ

プを図る。

大阪市社会福祉研修・情報センターにおけ

る研修に対する満足度評価（５段階評

価）４以上

小学生向けの福祉教材を活用した福祉教

育の実施により、福祉に対する小学生の理

解が深まったと感じる小学校教員80％以上
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【福祉・介護人材が働きやすい職場環境づ

くり】

介護従事者の負担軽減等のため、大阪府

の補助制度を活用し、介護ロボットやICT

の導入を進める。

おおさか介護サービス相談センターにおいて、

カスタマーハラスメント対策として、介護ハラス

メント弁護士相談を実施する。

大阪市社会福祉研修・情報センターにおい

て、ハラスメント対応やメンタルヘルスにかかる

研修を実施する。

介護事業所等への集団指導等において、

介護職員処遇改善加算及び介護職員等

特定処遇改善加算の取得勧奨を行う。

介護職員の安定的な確保を図るとともに、

事業主による介護職員の資質向上や雇用

管理の改善の取組がより一層促進されるよ

う、国の処遇改善加算は段階的に拡充され

ており、大阪市としても、集団指導等におい

て介護職員処遇改善加算及び介護職員

等特定処遇改善加算の取得勧奨を行うな

ど取得促進に引き続き取り組む。

・処遇改善加算取得事業所数

2024(令和６)年度4,265か所

2025(令和７)年度4,350か所

2026(令和８)年度4,437か所

・特定処遇改善加算取得事業所数

2024(令和６)年度3,218か所

2025(令和７)年度3,282か所

2026(令和８)年度3,348か所
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